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平成26年4月20日（日）幕張西小学校体育館にて、平成26年度幕張サン・ハイツ管理組合通常総会が

行われました。ご参加くださいました組合員の皆様に深く御礼申し上げます。 
 下記の議案が承認されましたのでご報告いたします。 

 
記 

議案 第１号  平成25年度事業報告 

議案 第２号  平成25年度決算報告 

                  （１）財産目録 

                  （２）備品目録 

                  （３）監査報告 

議案 第３号  平成２６年度管理組合役員選出 

議案 第４号  幕張サン・ハイツ細則の一部改訂 

議案 第５号  平成26年度事業計画案 

議案 第６号  平成26年度予算案 

 

★「幕張サン・ハイツ細則の一部改訂」部分を差込用に添付いたしましたので規約の表紙裏に貼付けて保

管してください 

 

本年度も新理事一同、力を合わせて頑張りますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 
 
 
 
平成 26 年度駐車場・駐輪場利用の更新手続きを行います。継続使用を希望される方は契約更新の手続き

が必要となりますので、別途配布のご案内に基づき期日までに手続きをお願いいたします。 

 
 
 
皆様！！生ごみを出される場合、カラス対策として必ず奥の方へ置いて下さい。且つネットは確実に 
閉めてフック金具を掛けて下さい。散らかったゴミは誰かが処理しなければなりませんご協力をお願いい

たします。 

 



 
 
本年も排水管清掃は予定しておりますが、浴室・洗面所・台所・トイレ等から異臭を感じたら、その主な

原因は、専有部分の排水口のパッキンの外れ、消失、老朽化による不良が考えられますので、専門業者に

ご相談下さい。 

 
 
 
玄関ドアーの開閉に何らかの不具合を感じましたら蝶番やドアーダンパーの取り付けが緩んでいる場合が

考えられます。各戸にてご確認ください。 

 
 
 
ボランティアによる小修繕班がいよいよ活動いたします。これにより、軽微な修繕については外注をせず

に済みます。現在８名にてスタートいたしますが、参加をご希望の方は管理組合までお問合せ下さい。 

 
 
 
 
当サン・ハイツ管理組合では救急法などの講習を実施し、病気やけが、災害から自分自身を守り、けが人

や急病人を正しく救助し、医師や救急隊に引き継ぐまでの救命手当・応急手当を行うための知識と技術を

学ぶ講習会を予定しております。自分には関係ないと思わず、別紙申込用紙ご参照の上、お申込み下さい。 

 

 
★★幕張サン・ハイツが加入しております「共用部分の保険」について、改めてご確認いただくため、 

「すまいの保険」のパンフレットの一部を抜粋し、添付いたしました。★★ 
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幕張サンハイツ居住者の皆様へ　（共　用　部　分　の　少C j

環験盆蓮鶉菱艶いす電喜怒鶏舎

失火やもらい火による

兜焚、落語、
がス爆発などの

擬製申爆発

風致彊発、
雪発による
窓ガラス等の破損

e∴〃

給排水設備に生じた
事故などによる

藩ぬ親

日脇田1日由額田

操損金蓮詣蓑艶いじ憩い董露鶏舎

①以下のいずれかに該当する掴書に対しては、保険金をお支払いしません。
つ風、雨、雪、雷、砂塵の吹込みや濡大書による損害
専保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重

大な過失等による損害
，被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託さ

れた者の故意による損害
6保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さびかび腐敗、ひ

び割れ、はがれ、ねずみ食い、虫食い等によってその蔀分に生じた損害　く

保険の対象の欠陥によってその部分に生じた損害
戦争、内乱、その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
核燃料物質等による事故、放射能汚染によって生じた損害　　　　等

「⑧以下の動産は保険の対象に含まれません。

②「破損、汚損割については、①の場合のほか以下の
いずれかに該当する損害に対しても、保険金をお支
払いしません。

奪電気的・機械的事故（故障）によって生じた損害
さすり傷、かき傷、塗料のはがれ、落書き等の外観上の損傷

または汚損（保険の対象の機能に支障をぎたさない損害）
9電球、蛍光管、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害
ラ土地の沈下、隆起等によって生じた損害
曾公権力の行使によって生じた損害
・加工・修理等の作業中における作業上の過失また
は技術の拙劣によってその部分に生じた損害

，詐欺または横領によって生じた損害　　　　　　等

船舶、続空機、自動車、バイク〈総排気量125cc以下の原動機付自転車を除きます）
携帯電話等の携諸式通信機器およびこれらの付属品
通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカードプリペイドカードローンカード電子マネー、乗車券等
証書（運転免詐証＼パスポートを含みますっ）、帳簿、稿本、設計書、図案、プログラム　データ

三井住友海上事故受付　　　0120－258189

（証券番号）C272427459

（契約者名）「幕張サンハイツ管理組合」とお知らせください

管理組合にも必ずご連絡をお願いします043－272－3864



範　囲） ≡軸丁出田書証灘笛 

籠緩金をお支払いする主む鴇合　　　　　　　　縁譲合をお受払いする主捻場合 

穿薮韓講琵濡擦課金　　　　　兜発れ藻園調蛮襲溺緑藻禽 損害保険金が支払われるべき場合に、損害保険金の20％厚子を季遊郭寺請建物においで漏水、放水等による水ぬれ事故が発生した場合に＿、個 費用保険金としてお支払いしまもただし、個の事故につき、緻地内ごとの事故につま100万円を限度に水ぬれ原因調査費用保険金を支払い 

に3，000万円を限度とします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます。 

（注）ご希望により損害保険金の柑％（3朋0万円陳）とすることもでき　繰接合をお支払いし恐い主蜜揚含 　ます。 

解合を接触しない主軸金　　　　　種讐驚謹書票警護講保険金を受鵬べ請の締ま崩 
運契約プランの「探険金をお支払吉しない主宣揚今日三、1に該当する　連破藻検者と同署の親族また勘案険の対象の寝用もしく読書壁を委 
損害と同じです誇ノヾ－ジ参照／主　　　　　　　　　　　　　　　話された者の故意による損害　　　　　　　　　　　　　葦 

主主権物雷貴慮声機械的事故漣桑）需約をゼット」で点る場合告建物電 
気詐上擦域的喜故漢書特約で探険金をお吉払子しか‾、三条場合」 
に該当する積雪高ノ擁毒鵬諸費用保険金をお支払高批ノウ　水濡れ事故が発生した際に、その原因を調べる 

ための調査費用を補償します 

事故の際の臨時の出費をお支払いします 

建物の共晶部分の所有、便乱管理等に起因する　　　　　　マンションの居住者を対剣こ日常生活賭鐘をまと 
賠償責任を繊貿します。　　　　　　　　　　　　　　　　めて納入したい場合など、マンション居住者の謹 
※示談交渉サービスはありません。　　　　　　　　　　　　常生活での慈鎮事故を橋償します。 

篤験金をお支払いする主な揚合　　　　　　　　　　縁陵合をお受払いする主な場合 

マンション窯濁鶉骨悲境操残金　　　　　　　　　　　マンション藩寝者霊彊藩濁繰鞍金 

建物の共用部分に起因する偶然を事故等によって、他人の生命または身　マンション居住者の居住用戸雪の所有っ使用・管理に起因する事故、二 

体を害したり∵他人の財物に損害を与え、法律上の賠僧責任を負った場　日常生活賭僧事故または善業用戸室からの偶然な漏水による水ぬiれ 

合に、損害賠償額および判決による遅延損害金から免責金額を差し引い　事故等により∴他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を 

た額について、マンション共用蔀分賠簡保険金をお支払いします，ただし、　与え、法律上の賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決によ 
マンション共用部分賠償保険金額を限度とします。奈た、実際に負担した　る遅延積雪金から免責金額を差し引いた額についてマンション居住者 

次の費用をあわせてお支払いします。これらの動乱こついては、その全額　包括賠償保険金をお支払いします。ただし、マンション居住者包寧副書償 

をお支払いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保険金額を限度とします。また、、実際に負担した次の費用をあわせてお 
。績書院止褒薦∴む権利保全行使費用　　　　　　　　　　　　　　支払いします。これらの費用については、その全額をお支払いします。 

う緊急措選費用　－）示談蕊渉費用17争訟費用　　　　　　　　　癌書院血祭用∴。権利保全行使費用 

謀険金違お支払いしない主な場合　　　　　　　　　　螺急措置費箱　書示談交渉費用∴・争訟費用 

運搬契繕＼／離険看破意震って窒素三二二二「驚露語詣謹書㌢ 種戦争帝国の弐力行／凄i暴動地震らし悠種火ま需賞与によ・居珪用声望に居住している方の詩経薯は｝ 運議案讃繭二勘二波っ書架読唇住している新たは弼億）と生輔こする別 強震三者との約定に三信加婁諦た清書離宣告を真iうことによって膚腫用託の所有者で言亨蜜に居住してい約万（秋を含みますっ） を亮積雪　，事業用吾妻を所有または使用Liでいる方（法人を含み妄動 運他言－、かな渚弓た年預かった畑ノ三部二南する渇吾桑富貴宝を真うは）鰯の届出をしていないが鞍上鯛関係と同続の事情にある方を含みます 

二と信二よって三㌧詳言官署 遭廠空・馨、纏綿享面の市有．鰯雲真書理∴ニi頚する渇享楽雪探険金をお要払いし想い主蘇甥含 

責三を圭うことによって圭一ノ≒預言　　　　　　　　　　　　　　　　糧′築険契約者∵破／操験者の殺意によって竺≡」た積雪 

／運施設で言彦瑠　改造また斎戒主二二年ノ挙／たこ喜」，二重蚕する翼書落賞　運戦争∵評、垂の式亭牟言責＝暴動　地震も㌧：蔚貴大またはこす∴うによ 

妻喜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る雲涯，竣燃料物質等：ニよって生した素敵 

譲生姜－fy嘉霜害と震漬葵／か変‾二と享／升惹桑i‾二逗毒す－う遺書能管責／宝∴∴運暇等努遂亭主二重姦通蜜する積雪驚憤裏毛：もっ震う業務詰責＿再三／ノる 

≒∴∴動庭一不動妾の弁舌∵庭′雪雲宗主誉謹言遺墨する謡貸責／圭；璃煮た 
廃水＿致率孝二ような売名，睾‾曇に遺壷する乳質責を二挨ぎi三千∴そ 
妻う二三i∴よって圭一iノ‾亭貴書 

窟吸え業者の罵言争議霧に尋する責害悪篭責亨　抜慕竣看ろ業務に：定 

共用部分の縦管より専有部分に漏水した時の　　票等禁中婦ノ震三冠霞す謀議譜三を妻うニi三五二 

賠償責任を補償します（限度1億円）　　　議三三二蒜媛二三膏雪三㍍寄書零績窮婁う。と享一つ 
プ圭㍉言‾ニ遺書 　　　　　鶏優ノ∵シナ萱／■′i享一言霞iナっ三ノ∴（率第二宕㌃三言重言竃／嘗毒害を圭一：、 ：　　　　∴d：∴∵「∴∴∴∴∴∴ 

麺行雲発　想雲　量毒手で＿二発案㌻三言言　夏雲三㌔三言翠二重雲一
プ　　二つ二二二農

■】葛葛88■臆園丁二　　　　　　　　　王葛 

お風呂の水をあふれさせ階下の住人の家財に損害を 
与えてしまったときなどに負うマンション居住者の 
賠償責任を補償します（限度1，000万円） 

msここ　　　　　　　　一　　　　　一　　一　　　　　　　　　　二一1臆 



 

 

幕張サン・ハイツ管理組合では、心肺蘇生やＡＥＤの使い方、けがの手当など、応急手当を 

習得して頂けるよう、住民の皆様を対象として救命講習を予定しています。大切な人を、 

家族を、命を守るため、救命講習を受講して知識と技術を学びましょう。 

 

なぜ必要？ 

もし、家族や大切な人があなたの目の前で倒れ、呼びかけても返事も身動きもしなくなった

らあなたはどうしますか？あなたが救急車を呼んだ時、あなたは救急車がくるまでに何をしま

すか？何ができますか？救急車が来てくれるまでには、全国平均で約８分かかります。たかが

８分ですがその短い時間の間に何もしないのと心肺蘇生をしたのとでは救命率が格段に違いま

す。 

その理由は、一般的に、①心臓停止後約３分で５０％が死亡 ② 呼吸停止後約１０分で５０％

が死亡と言われているからです。つまり、心臓が停止してから救急車が到着するまで何もし 

ないと救命できる確率はほとんど「０」に近くなってしまいます。 

 

実施予定：７月（予定）※変更させて頂く場合もあります。 

会  場：管理事務所【参加多数の場合：幕張西公民館】（予定） 

締  切：６月６日（金）までに管理組合事務所（ポスト可）迄提出願います。 

参 加 費：無料 

 

尚、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）導入の指針として、今回の参加者数を参考にしたいと 

考えております。 

幕張サン・ハイツ管理組合 

 

 

……………………………………………✁切り取り線……………………………………………… 

 

参加する 希望日 

平日（午前・午後） 土曜（午前・午後） 日曜（午前・午後） 

参加しない 理由 

  

参加者の方には講習終了時に修了証をお渡ししますので下記ご記入願います。 

棟－号 お名前 生年月日 

 フリガナ（          ） 大・昭・平成 

 



幕張サン・ハイツ細則の一部改定 

 

平成２６年度の通常総会で下記の細則が改定されましたので、規約表紙裏にこの改定

内容を貼付け、細則運用時に参照してください。 

１．集会所使用細則 

 第４条第２項 様式第６について理事会が必要と認めたときは、理事会の決議を得

て改定することができる。  

２．駐車場使用細則 

 第４条第３項 様式第７について理事会が必要と認めたときは、理事会の決議を得

て改定することができる。 

第 10条第３項 使用料金は規約に定める管理費に 3,500円、修繕積立金に1,000円

を充当する。尚、第１項に掲げる１ヶ月に満たない使用料金は管理費

に充当する。 

３．普通自動二輪駐輪場使用細則 

 第４条第３項 様式第９について理事会が必要と認めたときは、理事会の決議を得

て改定することができる。 

４．リフォーム工事施工細則 

 第３条第３項 様式第１１及び第１２について理事会が必要と認めたときは、理事

会の決議を得て改定することができる。 

５．ペット飼育細則 

 第５条第２項 様式第１３について理事会が必要と認めたときは、理事会の決議を

得て改定することができる。 

 第６条第３項 様式第１４について理事会が必要と認めたときは、理事会の決議を

得て改定することができる。 

 第 10条第２項 様式第１５について理事会が必要と認めたときは、理事会の決議を

得て改定することができる。 

 

２．上記細則の附則について、下記の通り改定する。 

  附則第１条 この細則は平成２６年４月２０日から効力を発効する。 

  附則第２条 次に掲げる細則は、この細則の発効時を以って効力を失う。 

         平成２４年４月２２日発効の〇〇(上記各細則名称を充てる。) 


